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●容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第九条第六項の規定に基づ
く平成十五年度以降の五年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量

平成 年 月 日 環境省告示第 号14 11 29 80

（ ）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 平成七年法律第百十二号
第九条第六項の規定に基づき、平成十五年度以降の五年間についての各年度の特定分別基
準適合物ごとの総量を次のように公表する。

一 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則（平成七年
大 蔵 省、厚 生 省、

令第一号。以下「規則」という ）第四条第一号に規定す。
農林水産省、通商産業省
る分別基準適合物

特定分別基準適合物ごとの総量（単位 千トン)年度 平成（ ）
１５ ４３１
１６ ４４２
１７ ４５１
１８ ４６０
１９ ４６７

二 規則第四条第二号に規定する分別基準適合物

特定分別基準適合物ごとの総量（単位 千トン)年度 平成（ ）
１５ ３７２
１６ ３８１
１７ ３８７
１８ ３９５
１９ ４０１

三 規則第四条第三号に規定する分別基準適合物

特定分別基準適合物ごとの総量（単位 千トン)年度 平成（ ）
１５ １９８
１６ ２０３
１７ ２０６
１８ ２１０
１９ ２１４

四 規則第四条第四号に規定する分別基準適合物

特定分別基準適合物ごとの総量（単位 千トン)年度 平成（ ）
１５ １４８
１６ １６５
１７ １９０
１８ ２０７
１９ ２２２

五 規則第四条第五号に規定する分別基準適合物

特定分別基準適合物ごとの総量（単位 千トン)年度 平成（ ）
１５ ２１４
１６ ２２９
１７ ２４３
１８ ２５９
１９ ２７３

六 規則第四条第六号に規定する分別基準適合物

特定分別基準適合物ごとの総量（単位 千トン)年度 平成（ ）
１５ ４８７
１６ ６２９
１７ ７５７
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１８ ８５９
１９ ９２２


